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税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ（第32回）

2023年に備えよ！適格請求書で仕入れ取引が変わる
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2019年10月に施行される予定である消費税の新制度に合わせて、複数税率に対応した仕入税額控除ができるように請求
書などの記載事項が変更になります。変更は2段階で行われる予定です。前回の記事では1段階目である区分記載請求書
等保存方式について紹介しました。今回は2段階目となる、2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）について触れていきます。

適格請求書等保存方式に移行した場合は経理処理だけでなく、取引にもさまざまな影響を及ぼすと予想されています。本
記事では、適格請求書等保存方式の実務に適応する準備とともに、取引に及ぼす影響についても解説します。

区分記載請求書から記載事項が増える

前回の記事で紹介した区分記載請求書等保存方式では、消費税率ごとに記載を区分するため、現行の請求書等保存方
式より記載項目が増えます。しかし、区分記載に不備のある請求書などを受領しても、取引事実に基づいて受領側で追記
することで仕入税額控除が認められることになっています。また、取引の全てを区分して請求書や帳簿に記載することが困
難な中小事業者などに対しては、「税額計算の特例」という計算式で仕入税額控除が行えるといった経過措置も設けられて
います。

不備のある請求書への追記や経過措置があるのは、軽減税率導入による経理実務の混乱を低減させるという配慮からで
す。事業者には軽減税率へスムーズに移行してもらうことで、より変化の大きい適格請求書等保存方式への移行時に混乱
を低減させようというわけです。

その後、適格請求書等保存方式を導入すると、請求書などへの記載事項に「適格請求書発行事業者の登録番号」と「税率
区分ごとの消費税額等」が追加されます。区分記載請求書では「税率区分ごとの合計請求額（税込み）」とされている部分
が、適格請求書等保存方式では「税率区分ごとに合計した対価の額（税抜き又は税込み）」と「税率区分ごとの消費税額等
」に分ける必要が生じます。つまり税率ごとの合計請求額（対価の額）に加えて、それぞれの消費税額も記載しなくてはなり
ません。

そして、適格請求書では、記載事項に誤りがあった場合、交付を受けた事業者による追記は認められません。その点が区
分記載請求書等保存方式と大きく異なります。

さらに適格請求書等保存方式では、現行方式と区分記載請求等保存方式で請求書の発行が免除されていた3万円未満
の取引でも、一部を除いて発行義務は免除されません。免除の対象となる取引は、代表的なものとして公共交通機関であ
る船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送（3万円未満）、自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡な
ど（3万円未満）、郵便切手を対価とする郵便サービス（郵便ポストに差し出されたものに限る）などに限定されます。

適格請求書発行事業者になるためには？… 続きを読む
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